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■
児
童
扶
養
手
当
及
び
特
別

児
童
扶
養
手
当
額
の
改
定
に

つ
い
て

（
健
康
福
祉
課
）

　
平
成
24
年
度
の
児
童
扶
養
手
当
及

び
特
別
児
童
扶
養
手
当
額
に
つ
い
て

は
、
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

○
児
童
扶
養
手
当

（
対
象
児
童
一
人
の
と
き
）

・
全
部
支
給
（
月
額
）

 

４
１
，
４
３
０
円

・
一
部
支
給
（
月
額
）

　
４
１
，
４
２
０
円
か
ら

 

９
，
７
８
０
円

○
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
１
級
（
月
額
）
５
０
，
４
０
０
円

　
２
級
（
月
額
）
３
３
，
５
７
０
円

○
お
問
い
合
わ
せ

　
社
会
福
祉
Ｇ
（
内
線
２
３
６
）

　
離
乳
食
に
関
す
る
疑
問
や
不
安
を

解
消
し
ま
せ
ん
か
？

○
日
時
　
５
月
15
日
(火)

　
午
前
10
時
か
ら
11
時
30
分
ま
で

（
午
前
９
時
45
分
受
付
）

○
場
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー

○�

対
象
者
　
４
〜
６
カ
月
児
と
そ
の

保
護
者
（
町
内
在
住
の
方
）

○
内
容
　
離
乳
食
の
お
話
・
試
食
・

子
育
て
講
話
な
ど

○
定
員
　
10
組
（
先
着
順
）

○
お
申
し
込
み
期
限

　
５
月
11
日
(金)
ま
で

■
離
乳
食
教
室
の
お
知
ら
せ

（
健
康
福
祉
課
）

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
保
健
セ
ン
タ
ー

（84）
１
９
１
０

　
農
用
地
区
域
内
に
あ
る
農
地
を
農

地
以
外
（
宅
地
や
資
材
置
場
な
ど
）

と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
農
用
地

区
域
か
ら
の
除
外
手
続
が
必
要
で
す
。

除
外
し
た
後
、
更
に
農
地
転
用
、
開

発
許
可
申
請
等
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
申
請
の
あ
っ
た
土
地
は
、
要
件
や

他
法
令
と
の
関
係
か
ら
必
ず
し
も
、

ご
希
望
に
添
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
受
付
は
年
３
回
（
２
月
・
６
月

・
10
月
）
で
す
。
ス
ム
ー
ズ
な
手
続

が
行
え
る
よ
う
に
、
申
請
さ
れ
る
前

に
一
度
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
受
付
期
間

　
６
月
１
日
(金)
か
ら
29
日
(金)
ま
で

○
受
付
場
所
　
産
業
課

○�

提
出
部
数
　
３
部
（
原
本
１
部
、

写
し
２
部
）
及
び
各
種
証
明
書
類

○
お
問
い
合
わ
せ

　
地
域
産
業
Ｇ
（
内
線
２
６
１
）

　
有
害
鳥
獣(

カ
ラ
ス)

の
銃
器
に
よ

る
駆
除
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

○
１
回
目
　
５
月
20
日
(日)

○
２
回
目
　
６
月
３
日
(日)

　
両
日
と
も
日
の
出
か
ら
日
の
入
り

ま
で
（
悪
天
候
で
も
実
施
し
ま
す
）

■
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外

申
請
を
受
付
し
ま
す（

産
業
課
）

■
カ
ラ
ス
駆
除
の
実
施
に
つ

い
て

（
産
業
課
）

※ 

環
境
美
化
運
動
の
時
間
は
駆
除
を

中
断
し
ま
す
。

○
実
施
区
域
　
五
霞
町
全
域

○
お
問
い
合
わ
せ

　
地
域
産
業
Ｇ
（
内
線
２
６
１
）

　
平
日
の
日
中
、
お
仕
事
等
で
町
税

等
の
納
付
が
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、

収
納
窓
口
の
時
間
を
延
長
し
ま
す
の

で
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
日
時
　
５
月
31
日
(木)

　
午
後
５
時
15
分
か
ら
７
時
ま
で

○
場
所
・
お
問
い
合
わ
せ

①
町
民
税
務
課
窓
口

（
町
税
等
、
介
護
保
険
料
、
保
育
料
）

　
税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
１
）

②
教
育
委
員
会
窓
口

（
給
食
費
）

（84）
１
４
６
２

③
川
妻
浄
水
場
窓
口

（
上
下
水
道
料
金
、
下
水
道
受
益
者

負
担
金
）

（84）
３
０
０
０

　
５
月
３
日
の
憲
法
記
念
日
を
中
心

に
５
月
１
日
(火)
か
ら
７
日
(月)
ま
で
の

１
週
間
を
憲
法
週
間
と
し
、
関
係
機

関
で
は
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚

に
努
め
て
い
ま
す
。

　
基
本
的
人
権
の
尊
重
は
日
本
国
憲

法
の
重
要
な
柱
の
一
つ
で
あ
り
、
す

べ
て
の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社

■
５
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で

は
憲
法
週
間
で
す
　（
総
務
課
）

■
町
税
等
夜
間
収
納
窓
口
開

設
の
お
知
ら
せ
（
町
民
税
務
課
）

　
専
門
の
相
談
員
が
町
民
の
み
な
さ

ん
の
消
費
生
活
に
関
す
る
問
題
や
ト

ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
解
決

に
向
け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
専

門
の
相
談
員
へ
の
相
談
は
無
料
で
、

秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
日
時

　
５
月
９
日
(水)

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
30
分
ま
で

（
た
だ
し
、正
午
か
ら
午
後
１
時
を
除
く
）

○
場
所
　
役
場
小
会
議
室
　

○
お
問
い
合
わ
せ�

　
地
域
産
業
Ｇ
（
内
線
２
６
２
）

お
知
ら
せ

■
消
費
生
活
相
談
窓
口
の
お

知
ら
せ

（
産
業
課
）

会
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　
憲
法
週
間
に
当
た
り
、
身
近
で
起

こ
る
差
別
や
偏
見
に
つ
い
て
一
人
ひ

と
り
が
考
え
、
人
権
尊
重
の
意
識
を

高
め
、
豊
か
な
人
間
関
係
を
つ
く
り

ま
し
ょ
う
。

み
ん
な
で
築
こ
う
　
人
権
の
世
紀

　
〜
考
え
よ
う
相
手
の
気
持
ち

　
　
育
て
よ
う
　
思
い
や
り
の
心
〜

水
戸
地
方
法
務
局

茨
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。


